
令和８年２月１８日 

古河市議会副議長 鈴木  務 殿 

                                         古河市議会議員 （４番） 小林 登美子 

一 般 質 問 通 告 書 

 

令和８年２月２５日（から令和８年３月１３日まで）の第１回古河市議会定例会において、古河市議会会議規則第６２条第２項の規定

により、一般質問の通告をします。 

なお、質問方式は、古河市議会基本条例第 11 条第 1 項に規定する（ 一括質問一括答弁方式 ・ 一問一答方式 ）で行います。 

 

大項目 質 問 事 項 質 問 要 旨（具体的内容） 答弁を求める者 

1.こども政策について （1）こども基本条例の制定につい

て 

①条例制定の所見について伺う。 市長 

所管部長 

（2）「切れ目のない支援」について ①古河市こども計画の実績について伺う。  

②「切れ目のない支援」とは何か伺う 。 

③目指すべき姿を伺う。 

市長  

所管部長 

 



大項目 質 問 事 項 質 問 要 旨（具体的内容） 答弁を求める者 

    

   

   

   

    

   

   

   

 

 


